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本日ここに、平成２９年第１回南島原市議会定例会を招集いたし

ましたところ、議員の皆さまにはご健勝にてご出席を賜り、厚く御

礼を申し上げます。 

開会に当たり、今後の市政運営についての所信並びに平成２９年

度当初予算の大綱など、施政方針を申し述べ、議員の皆さま並びに

市民の皆さまのご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 

 

第１ 国内外の情勢 

さて、世界の政治情勢に大きな影響を与えると予想される、イギ

リスのＥＵからの離脱、アメリカ合衆国大統領の改選など、各種の

不確実な要素を背景として、世界経済は、中国における景気の減速、

昨今の原油価格下落による資源国・新興国への打撃等をはじめ、経

済の下方リスクと脆弱性が高まっているところです。 

このような中、我が国経済は、３年間のアベノミクスにより、国

民総所得や税収の増加、企業収益の史上最高水準の達成、雇用状況

の改善など、緩やかな回復基調にあるとされている一方で、個人消

費や設備投資といった民間の需要に力強さを欠いており、更に、地

方への波及も十分とはいえない状況にあります。 

特に、我が国の経済成長を阻む最大の要因が少子高齢化という構

造的問題であり、国においては、この解決が将来にわたる力強い日

本経済の基盤となるとの認識のもと、「ニッポン一億総活躍プラン」
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を策定し、全員参加型の社会の構築により、国民それぞれの人生を

豊かにするという目標が示されております。 

さらに、この「一億総活躍社会の実現」を加速し、「２１世紀型

のインフラ整備」や「中小企業・小規模事業者及び地方の支援」等

に重点を置き、産業構造改革、働き方や労働市場の改革、人材育成

の一体改革並びに社会保障改革等の構造改革を加速化するとともに、

未来への投資の加速を目的とする「未来への投資を実現する経済対

策」を講ずることとされたところです。 

我々、地方自治体においては、これらを踏まえつつ、地域の特性

を生かした付加価値の高い産業の形成による雇用創出をはじめとし

た地方創生の先導的な取組を、着実かつ強力に推進する必要がある

と考えているところでございます。 
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第２ 平成２９年度の事業展開 

さて、議員皆さまご承知のとおり、平成２７年１０月、本市の産

業、資源、歴史、文化、地域の特徴・特色を活かした地方創生を図

るため「南島原市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定いたし

ました。 

この総合戦略の計画期間は、平成２７年度から３１年度までの５

か年となっており、２９年度は、この中間年にあたりますが、人口

減少並びにこれを原因とする各種課題を解決し、地方創生を実現す

るためには、従来の取組の継続だけでは望む結果が得られません。

このため、２８年度には、地方創生本部において、２９年度に向け

た、地方創生のための新規施策の検討・構築を行ったところでござ

います。 

これらの新規施策を含め、２９年度の主要な取組について、私の

市政運営における基本理念であります「住み続けたい・住んでみた

いまち」の実現のため「安全で地球環境に優しいまち」、「確固とし

た基盤のうえに活力ある産業を育むまち」、「歴史・文化を大切に活

用した賑わいのあるまち」、「住みやすい環境で健康に暮らせるまち」、

「安心して子育てができ、いきいきと学ぶことのできるまち」、この

５つのまちづくりの指針に沿って、所信の一端を申し述べさせてい

ただきます。 
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１ 安全で地球環境に優しいまち 

まず、指針の１点目「安全で地球環境に優しいまち」についてで

ございます。 

 

【防災無線の整備・運用】 

 長年の検討課題でありました防災行政無線戸別受信機の整備は、

これまで様々な検討を重ねた結果、コミュニティーＦＭ方式の「緊

急告知ラジオ」に決定し、各世帯への配付・設置につきましては、

１月下旬より条件が整った地区から順次行っております。 

 ２８年度末の完成を目指して整備を進めておりましたが、南有馬

上原中継局からの電波調査において、加津佐町の一部に電波が弱い

地域が確認されたため、安定した運用ができるよう、新たに中継局

を整備することといたしました。 

このため、一部の地域においては、設置が遅れることになります

が、一日でも早く整備できるよう努めてまいります。 

 

【自主防災組織の活性化】 

平成２８年は１月の大雪に始まり、熊本地震や土砂災害など多く

の災害に見舞われました。これによりあらためて、災害時における

自主防災組織の重要性が明らかになったところです。 

このため、２９年度においては、自主防災組織の活動支援を拡充

するとともに、自治会などとも協力して自主的な避難所の開設にも

取り組み、災害に強いまちづくりを推進してまいります。 
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【環境行政の充実】 

有家町から加津佐町までの不燃物収集については、現在、指定の

ごみ集積所へ直接搬入となっておりますが、ゴミ出しの負担軽減と

利便性の向上を図るため、本年４月から、ごみステーションでの収

集を実施いたします。 

し尿処理施設につきましては、施設の大規模改修に向けた準備に

着手しているところですが、２９年度においては、基本計画作成並

びに生活環境影響調査を実施し、平成３２年度までの改修工事完成

を目指します。 

 また、ごみ処理施設につきましては、「施設の延命化」、「施設

の新規建設」、「県央県南広域環境組合への全地区加入」の３案に

ついて現在、比較検討しており、２９年度中に方針を決定する予定

です。 

 

２ 確固とした基盤のうえに活力ある産業を育むまち 

続いて、指針の２点目は「確固とした基盤のうえに活力ある産業

を育むまち」でございます。 

 

【総合的シティプロモーションの推進】 

各種媒体・メディアを通して情報発信を行う、総合的シティプロ

モーション推進事業について、これまで県内での知名度向上に努め、

２８年度においては、県外へのＰＲに努めるとともに、島原手延そ
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うめんを重点的にＰＲする「南島原食堂」を運営し、県内外から多

くのお客様にご来店いただいたところでございます。 

２９年度においては、引き続き、県外へのＰＲに努めるとともに、

３０年度の登録を目指す「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺

産」の構成資産である原城跡や、その関連遺産である日野江城跡、

キリシタン墓碑など、一体的なＰＲを行うことで世界遺産登録に向

け、市民の機運を高め、なお一層効果的なシティプロモーション事

業を展開し、南島原の知名度向上を図ります。 

 

【地場産業の育成等】 

市の基幹産業であります島原手延そうめんにつきましては、試食

イベントの開催や「そうめんの日」の普及推進などによる消費拡大、

並びに、設備投資に対する助成制度の活用推進を進めてまいります。 

また、昨年はフランス・パリの百貨店において、そうめんが常設

販売されるなど、海外向け戦略の成果が現れてきたところです。２

９年度におきましても、商談会への積極的な参加等により、新たな

市場の開拓を図ります。 

「住宅・店舗・旅館等リフォーム資金補助金」につきましては、

制度の開始以来、多数の方にご利用いただいておりますが、２８年

度には、店舗・旅館のリフォームに対する補助率を引き上げ、現在

までに、店舗・旅館併せて２２件の申請をいただいております。ま

た、次年度に向けて多数のご相談をお受けしていることから、２９
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年度につきましては、さらに予算を拡充し、市民並びに事業者の皆

さま方のご要望に応えてまいります。 

 

【企業誘致と創業支援】 

企業誘致につきましては、平成２８年３月、旧山口小学校に、東

京のＩＴ企業「株式会社セラク」の誘致が実現したところです。２

９年度におきましても、東京駐在員による企業訪問をはじめとする

「セールス・ＰＲ活動」、小学校廃校跡など遊休資産の有効利用に

よる「受入環境づくり」に努めてまいります。 

また、本市は、ＩＴ関連企業誘致に重点的に取り組んでおります

が、システムエンジニアなどのＩＴ技術者が不足しています。この

ため、２９年度には、都市部のＩＴ技術者を招き、地場産業の育成、

課題解決のための企画提案・ソフト開発を行う「ＩＴ人材誘致・発

掘事業」を実施し、市内における創業や人材の誘致につなげてまい

ります。 

さらに、市内中小企業等の支援策として、新たに「プロフェッシ

ョナル人材確保支援事業」を実施いたします。これは、中小企業が

都市部から専門性の高い人材を起用した場合、給与等の経費を補助

するもので、これにより中小企業等の人材確保と新事業展開を図り

ます。 
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【農業の振興】 

農業生産性の向上に不可欠な土地改良事業につきましては、現在

実施中の「諏訪地区」「見岳地区」「空池原地区」の早期完成を図

るとともに、新規事業採択を目指す、「深江 馬場地区」「有家 中

部地区」「加津佐 津波見地区」については、県及び地元と連携を図

りながら事業推進に取り組んでまいります。 

農道改良につきましては、実施中の「布津 中原地区・宮ノ本中通

地区」「北有馬 平山地区」「加津佐 上登龍地区」の４路線の早期

完成を目指します。 

排水路の整備につきましては、長年の懸案事項であった、「布津

平之坂・天ヶ瀬地区」「有家 尾上地区」について、２９年度から整

備に着手いたします。 

また、受益者が管理する農道・水路・ため池などの農業用施設の

整備に対する助成について、２８年度から補助率を８割まで引き上

げ、地元負担の軽減を図ったところですが、２９年度においては、

さらに予算を拡充いたします。併せて、小規模な農地の基盤整備に

対する助成についても、その重要性を認識したうえで、２９年度か

ら補助率を８割に引き上げ、対象工種を拡大し、さらに農地等の整

備保全に努めてまいります。 

次に、意欲ある農家の支援策として「南島原市担い手ジャンプア

ップ支援事業」を新設いたします。これは、農業機械等の整備に対

して、農家個人であっても補助金の交付を受けることができるとい

う国の補助制度「経営体育成支援事業」にならったものですが、本
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市でも多くの希望者があるにもかかわらず、採択がわずかという現

状の解消を図り、農家の営農意欲及び所得の向上につなげようとす

るものでございます。 

次に、農業労働力の確保対策として、新たにシルバー人材センタ

ーと協同で「雇用労力サポート支援事業」を実施いたします。会員

を対象とした農作業研修等を行い、農家人口の減少や高齢化、労働

力の不足といった課題解決に努めてまいります。 

鳥獣被害対策につきましては、「防護柵機能向上対策事業」を新

設いたします。これは、防護柵を整備したにもかかわらず被害減少

が見られない地区について、地区の細分化などの対策により防護柵

の効果を向上させるものでございます。 

これらの新規施策を加えながら、従来からの施策である農業施設

の整備、新規就農者の確保、担い手への農地集積、６次産業化の推

進、オリーブ栽培等についても引き続き取り組んでまいります。 

 

【水産業の振興】 

次に水産業の振興でございますが、現在実施中の布津漁港整備に

つきましては、「地域水産物供給基盤整備事業」により、平成３０

年度までの完了を目指します。 

また、２９年度の新たな取組として、県の「新水産業収益性向上・

活性化支援事業」を活用し、漁業者が取り組むワカメやアオサ等の

加工施設の整備や布津町漁協が取り組む製氷機の更新について支援

を行います。 
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その他、漁協等が実施するイカ・タコの産卵孵化施設の設置、カ

サゴ・ヒラメ等の種苗放流、藻類増殖施設の整備への支援や、「水

産多面的機能発揮対策事業」による水産保全活動等への支援を行う

とともに、漁業後継者の確保・育成に努めてまいります。 

 

【道路等の整備推進】 

 地域経済の発展や市民生活における移動の利便性と安全性を確保

するために道路整備を進めております。２８年度は、５２路線を施

工し、４路線を完成させました。２９年度も、５８路線の整備促進

に努めてまいります。 

その他、地域高規格道路「島原天草長島連絡道路」の事業化や国

道及び県道の未改良部分・危険箇所など早期整備が必要な箇所につ

いては、引き続き各道路整備促進期成会と連携しながら国等へ要望

してまいります。 

また、２７年度から取り組んでいる「口之津みなとまちづくり計

画」につきましては、２９年度には埋立工事を行い、その後ターミ

ナル施設の建設工事の発注を計画いたしております。 

 

３ 歴史・文化を大切に活用した賑わいのあるまち 

続いて、指針の３点目「歴史・文化を大切に活用した賑わいのあ

るまち」でございます。 
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【世界遺産登録に向けたまちづくり】 

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界文化遺産登

録につきましては、１月２０日の閣議において、日本の世界遺産候

補として推薦することが正式に了承され、２月１日にユネスコへ推

薦書が提出されました。 

推薦書が提出されたことで、本年秋頃にイコモスの現地調査が実

施されます。今後、さらに、関係自治体との連携を深め、万全な状

態で審査が受けられるよう全力を尽くしてまいります。 

周辺整備につきましては、現在、史跡原城跡入口周辺に駐車場・

トイレを、原城温泉「真砂」付近に駐車場を建設中であり、併せて

史跡内外の説明板や誘導サインの看板設置の準備を進めているとこ

ろです。２９年度におきましては、地域振興を目的とした観光拠点

となる物産や案内所機能を備えた施設の整備に着手いたします。 

また、バーチャルリアリティを活用した原城跡の再現コンテンツ

の作成を行うなど、来訪者の受け入れ態勢の充実を図ります。 

 

【観光・交流の推進】 

 観光・交流の推進につきましては、新たに策定した「南島原市観

光地づくり実施計画」に基づき、地域の魅力である「人・自然・歴

史」を活かして、新たな事業展開に取り組んでまいります。 

その中でも、国内外から年間４，０００人の方に歩いていただい

ている九州オルレ南島原コースへのニーズが高い「韓国」、農林漁

業体験民泊の利用が定着してきている「台湾」に加え、世界遺産登
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録を視野に入れ、キリスト教徒が多い「フィリピン」を、新たなタ

ーゲットとして招聘事業やモニターツアーを行い、誘客活動に取り

組みます。 

また、観光客の皆さまに、本市に長く滞在していただくためには、

宿泊施設が必要でありますので、宿泊関連業者の誘致に取り組んで

まいります。 

さらに、芸術文化活動を通じた地方創生の取組として「芸術村（ア

ートビレッジ）シラキノ拠点整備事業」を実施いたします。 

これは、北村西望先生の生誕の地である南有馬町白木野地区にお

いて、旧白木野小学校校舎を拠点施設として整備を行い、そこへ若

手芸術家を招聘し、創作活動、作品の発表、地域住民との交流活動

を行うことにより、創造性豊かな地域づくりと観光客の増加を目指

すものでございます。 

 

【移住・定住促進プロジェクト】 

 地方創生の大きな課題である、移住・定住促進対策につきまして

は、移住を考えている子育て世代や若者をターゲットとして、「住

んでくれんね南島原」事業を展開いたします。 

２９年度においては、その皮切りとして体験型の「南島原市移住

生活セミナー」を開催し、空き家改修講座や地場産業の職場体験、

先輩移住者との交流などを通じた移住のきっかけづくりや生活不安

の解消を図ります。 
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また、大学生の職業選択の幅を広げ、地元企業の社内活性化・企

業ＰＲの機会創出として、大学生を対象とした「南島原市インター

ンシップ事業」を実施いたします。これにより将来的な本市への就

業、定住化へつなげてまいります。 

 

４ 住みやすい環境で健康に暮らせるまち 

続いて、指針の４点目「住みやすい環境で健康に暮らせるまち」

でございます。 

 

【高齢運転者等による交通事故の防止】 

近年、高齢の運転者による交通事故の割合が増加し、死亡事故も

相次いで発生しており、国においては、高齢運転者による事故防止

対策が強化されておりますが、本市におきましても、関係機関と連

携し「運転免許自主返納」の啓発に努めてまいります。 

また、２９年度、新たに、自動車の運転免許を自主返納した方に

対する交通費助成制度を創設いたします。 

 

【高齢者福祉の充実】 

 高齢者福祉関連施設の整備につきましては、重度の要介護認定者

が食事・入浴などの介護サービスや健康管理が受けられる「地域密

着型介護老人福祉施設」への整備支援を行います。 

また、災害時において自ら避難することが困難な方につきまして

は、自主防災組織や消防団などによる避難誘導等の支援が欠かせな
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いところであり、これらを迅速かつ的確に行うため、支援を必要と

する対象者本人の同意を得たうえで、地域の関係者の皆さまに情報

提供を行ってまいります。 

 

【障がい者福祉の充実】 

障がい者福祉につきましては、２９年度に障害福祉計画の見直し

を行い、住みなれた地域において、自立し、安心して暮らし続ける

ことができるよう、雇用、就労支援強化に向けた就業の確保、福祉

医療費助成制度による医療費助成などの生活支援や社会参加支援に

取り組んでまいります。 

 

【上水道の整備】 

平成２１年度に策定した「南島原市水道事業統合計画」に基づき

整備を行ってきた「簡易水道再編推進事業」も平成２９年度が最終

年度となります。これまで水道未普及地域の解消や統合に向けた施

設整備事業を実施してきたところですが、その結果、加津佐地区へ

の通水完了により、懸案事項でありました津波見川からの取水を終

了することとなり、浄化槽の設置についても可能となったところで

ございます。 

２９年度は事業の最終仕上げとして、連絡管の整備事業等に取り

組み、引き続き市民生活を守るため安心で安定した飲料水の供給に

努めてまいります。 
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５ 安心して子育てができ、いきいきと学ぶことのできるまち 

続いて、指針の５点目「安心して子育てができ、いきいきと学ぶ

ことのできるまち」でございます。 

 

【教育環境の整備・充実】 

まず、教育環境の整備でございますが、国の２次補正予算におい

て、小・中学校の施設整備に関する財源が確保されたことから、こ

れを活用し、堂崎小学校体育館、有家中学校体育館、並びに、有家・

西有家・北有馬・加津佐の各中学校校舎の改修を行ってまいります。 

次に、有家小学校の校舎につきましては、統合に向け、２９年度

から、新校舎の整備に着手いたします。 

さらに、２９年度から市内小中学校のトイレの洋式化に着手し、

早期整備を図ります。 

年次計画により推進しているＩＣＴ機器については、電子黒板、

書画カメラなどを、現在までに、小学校第２学年以上の全教室及び

西有家中学校に整備しました。２９年度は、小学校第１学年の全教

室及び全中学校に整備いたします。 

また、学校施設につきましては、築４０年を超える建物が大半を

占めております。これら施設の将来的な整備に要する財源を確保す

るため、２９年度から学校施設整備基金を造成いたします。 
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【学校給食センターの建設】 

学校給食につきましては、旧龍石小学校跡地に「新学校給食セン

ター」の整備を計画しております。２９年度については、この建設

に向けた基本・実施設計業務に着手してまいります。 

 

【グローバル教育等の推進】 

 次に、「児童生徒に、グローバル社会を生き抜く力を身に付けさ

せること」に重点を置き、２９年度は、新たに「英語検定」受験に

対する費用の補助制度を創設いたします。 

また、さらなる英語教育環境の充実を図るため、現在、市内中学

校に６名配置している外国語指導助手（ＡＬＴ）に加え、英語指導

助手（ＥＡＴ）３名を新たに採用・配置いたします。 

 

【結婚・妊娠・出産・子育て支援の充実】 

 婚活支援につきましては、２８年度、「出会いの場コーディネー

ト事業」を実施しており、７組のカップルが誕生したところですが、

２９年度においても、引き続き、出会いの場を提供し、成婚者数の

増加につながるよう進めてまいります。 

また、昨年１１月に「長崎県婚活サポート官民連携協議会」を県

と２１市町及び関係団体で立ち上げたところです。２９年度からは、

各地区をつなぐネットワークの構築、婚活サポートセンター登録者

のマッチングなどの婚活支援について推進を図ってまいります。 
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特定不妊治療費助成につきましては、平成２７年度から、本市独

自での助成を行ってきたところですが、２９年度からは、さらに、

「一般不妊治療」及び「不育治療」まで助成の対象を拡大し、治療

を受けやすい環境づくりによる少子化対策を進めてまいります。 

 

【スポーツ関連施設の整備】 

次に、スポーツ関連施設の整備でございますが、２８年度は布津

グラウンドの整備を行ったところでございます。２９年度におきま

しては、先の議会において採択された「芝生の競技施設整備に関す

る請願」を受け、有馬商業高校跡地において、サッカー場としても

利用可能な、多目的施設の整備に取り組んでまいります。 

また、パークゴルフにつきましては、既存の施設を活用して、そ

の普及に努めてまいります。 

 

６ その他 

【公共施設等総合管理計画の推進】 

人口減少等による公共施設の利用需要の変化等を踏まえ、長期的

な視点をもって、長寿命化・更新・統廃合・集約化などを計画的に

行うため、現在、公共施設等総合管理計画を策定しているところで

あり、今後は、この計画に基づき、施設の管理に努めてまいります。 

２９年度におきましては、合併前に廃校となり活用されていない

幼稚園や小学校の校舎の解体・撤去に着手し、跡地につきましては、

有効な活用を図ってまいります。 



平成 29 年度施政方針 

18 

【有家庁舎の耐震改修工事】 

有家庁舎につきましては、昨年の熊本地震を受け、利用者の安全

確保を第一に考え、建物の耐震工事をはじめ、屋根部分の防水工事、

外壁などの改修工事等を行います。 

 

【島原鉄道跡地の一括譲渡】 

島原鉄道跡地につきましては、一括譲渡に向け島原鉄道株式会社

と協議を進めてきたところですが、２９年度末までに、諸課題の整

理・解決を図ったうえで、譲渡手続きの完了を目指します。 
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第３ 平成２９年度当初予算編成方針 

最後に、平成２９年度当初予算の編成にあたっての考え方につい

てご説明申し上げます。 

本市ではこれまで、合併当初の危機的な財政状況から財政の健全

化に着実に取り組んでまいりました。 

その結果、人件費の削減、借金残高の大幅な減少、公債費の抑制

及び基金積立額の大幅な増加など、各種財政指標においても健全な

状態へ改善傾向にあり、一定の効果をおさめているところでござい

ます。 

しかし、財政の優遇措置である合併特例債や過疎債は平成３２年

度まで期間延長が決定されたものの、合併による最大のメリットで

ある普通交付税は、２８年度から段階的な縮減が始まり、平成２９

年度以降縮減率が拡大され、最終的には３３年度から合併による普

通交付税の優遇措置がなくなることとなります。従いまして、今後

も、第三次行政改革大綱を踏まえた「財政計画」及び「第二次定員

適正化計画」などに沿って継続して行財政改革に取り組む必要があ

ると考えているところでございます。 

このようなことから、２９年度予算編成については、歳入歳出全

般にわたり徹底した洗い直しを行う一方、歳出については、「南島原

市総合計画」が目指す本市の将来像実現に向けた重点施策への予算

の重点配分を継続して取り組むこととしております。 

それに加え、「住み続けたい・住んでみたいまち」の実現を具体

化するための５つの指針並びに「市総合戦略」において示した重点
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プロジェクトに関する事業について「南島原市創生特別枠」を設定

し、着実にその実現に向けて取り組むことといたしました。 

その結果、一般会計の予算総額は、前年度に比べて０．２パーセ

ント増の２９９億９，５７３万５千円、国民健康保険事業特別会計

など４特別会計予算の総額は、同５．４パーセント減の１３７億１，

５１５万８千円、水道事業会計予算の総額は、同３６．３パーセン

ト増の３億２，１４０万５千円となりました。 

なお、詳細につきましては、定例会参考資料に掲載しております

ので、説明を省略させていただきます。 

 

以上、施政の基本方針について、申し述べさせていただきました。 


